
39 子供の農山漁村体験（通称「子ども農山漁村交流プロジェクト」） 総務省
地域力創造グループ人材力活性化・連携交流室

該当
事項

特性を生
かした営
農と所得
の確保 農村発イ

ノベー
ションに
に取り組

む

地域を維
持するた
めの将来
を話し合

う
定住条件
の整備や
生活イン
フラを確
保する

地域を支
える組織
体や人材
を確保す

る

地域の魅
力を発信
する

農山漁村体験を通じて、地方の自然、歴史、文化等の魅力について学び、理解を深めることで、生命と自然を
尊重する精神や環境保全に寄与する態度を養い、人と人とのつながりの大切さを認識し、農林漁業の意義を理
解することにより、子供の生きる力を育むことができる。
また、このような体験を通じて、特に地方を知らない都市部の児童生徒が、小中高の各段階において、将来の
地方へのUIJターンの基礎を形成することが期待できる。

趣旨
目的

総務省、内閣官房、文部科学省、農林水産省、環境省による連携事業。農林漁業体験や宿泊体験、地域住民と
の交流を通じて、子供たちの生きる力を育むとともに、交流の創出による地域の再生や活性化を目的として、
取組を推進する。

事業
内容

28
令和３年度
当初予算
（百万円）

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-
gyousei/kodomo.html事業URL

特別交付税措置 ※措置率0.5補助率都道府県、市町村事業実施主体
（対象者）

地域力創造グループ人材力活性化・連携交流室 03-5253-5394問合せ先
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40 外部専門家（地域力創造アドバイザー）招へい事業 総務省
地域力創造グループ人材力活性化・連携交流室

該当
事項

特性を生
かした営
農と所得
の確保 農村発イ

ノベー
ションに
に取り組

む

地域を維
持するた
めの将来
を話し合

う
定住条件
の整備や
生活イン
フラを確
保する

地域を支
える組織
体や人材
を確保す

る

地域の魅
力を発信
する

地域独自の魅力や価値の向上に取り組むことで、地域力を高めようとする市町村が、地域活性化の取組に関す
る知見やノウハウを有する外部専門家を招へいし、指導・助言を受けながら取組を行う。

趣旨
目的

市町村が、地域活性化の活動実績があり一定の知見を有する外部専門家（※総務省地域人材ネット登録者＝地
域力創造アドバイザー）を年度内に延べ10日又は５回以上招へいし、助言を得る。

事業
内容

―
令和３年度
当初予算
（百万円）

https://www.soumu.go.jp/ganbaru/jinzai/index.html事業URL

特別交付税措置（上限額は下図参照）補助率市町村事業実施主体
（対象者）

地域力創造グループ人材力活性化・連携交流室 03-5253-5392問合せ先
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41 集落支援員 総務省
地域力創造グループ過疎対策室

該当
事項

特性を生
かした営
農と所得
の確保 農村発イ

ノベー
ションに
に取り組

む

地域を維
持するた
めの将来
を話し合

う
定住条件
の整備や
生活イン
フラを確
保する

地域を支
える組織
体や人材
を確保す

る

地域の魅
力を発信
する

過疎地域等の集落では、人口減少と高齢化により、生活扶助機能の低下等の様々な問題が発生していることか
ら、住民と行政が連携して集落の課題解決に取り組むことを促進する。

趣旨
目的

地方自治体が、地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関してノウハウ・知見を有した人材を「集落支援員」
として委嘱。
集落への「目配り」として、集落の状況把握、集落点検、住民と住民、住民と地方自治体の間での話し合いの
促進等を実施する。

事業
内容

―
令和３年度
当初予算
（百万円）

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-
gyousei/bunken_kaikaku/02gyosei08_03000070.html事業URL

特別交付税措置（上限額は下図参照）補助率都道府県、市町村事業実施主体
（対象者）

地域力創造グループ過疎対策室 03-5253-5536問合せ先
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42 過疎地域持続的発展支援交付金 総務省
地域力創造グループ過疎対策室

該当
事項

特性を生
かした営
農と所得
の確保 農村発イ

ノベー
ションに
に取り組

む

地域を維
持するた
めの将来
を話し合

う
定住条件
の整備や
生活イン
フラを確
保する

地域を支
える組織
体や人材
を確保す

る

地域の魅
力を発信
する

過疎地域等における喫緊の諸課題に対応するための取組を支援することにより、過疎地域等の持続的発展を支
援する。

趣旨
目的

○地域運営組織等が実施する事業（※申請は市町村から提出）
・過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業

○過疎市町村等が実施する事業
・過疎地域持続的発展事業
・過疎地域集落再編整備事業
・過疎地域遊休施設再整備事業

事業
内容

780
令和３年度
当初予算
（百万円）

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-
gyousei/2001/kaso/kasomain11.htm事業URL

下図参照補助率都道府県、市町村、地域運営組織事業実施主体
（対象者）

地域力創造グループ過疎対策室 03-5253-5536問合せ先
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43 地方大学の力を活用した雇用創出・若者定着の促進事業 総務省
自治財政局財務調査課

該当
事項

特性を生
かした営
農と所得
の確保 農村発イ

ノベー
ションに
に取り組

む

地域を維
持するた
めの将来
を話し合

う
定住条件
の整備や
生活イン
フラを確
保する

地域を支
える組織
体や人材
を確保す

る

地域の魅
力を発信
する

大学進学時や就職時の学生に直接働きかけることや、卒業後に地方に定住して働くことのできる雇用を創出す
ることが重要であるため、地方公共団体と地方大学の連携による雇用創出・若者定着の取組の推進を図る。

趣旨
目的

地方公共団体と地方大学が協定を締結し、大学の様々なポテンシャルを活かして、地域全体でブランド産品の
開発や6次産業化、高度人材確保による起業支援、地域の課題解決等の取組を実施することにより、地域の雇用
創出や若者定着等の取組を支援する。

事業
内容

―
令和３年度
当初予算
（百万円）

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-
news/01zaisei07_02000109.html事業URL

特別交付税措置（下図参照）補助率都道府県、市町村事業実施主体
（対象者）

自治財政局財務調査課 03-5253-5649問合せ先
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